
合
や
、
該
当
の
犬
が
不
在
な
の
に
ハ
ガ
キ

が
届
い
た
と
い
う
場
合
な
ど
は
登
録
の
修

正
が
必
要
で
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
民
間
登
録
機
関
に
の

み
登
録
し
て
い
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

※
令
和
６
年（
２
０
２
４
年
）４
月
１
日
以

前
に
環
境
大
臣
指
定
登
録
機
関
に
お
い

て
所
有
者
登
録
・
変
更
の
手
続
き
を
し

て
い
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。
従
来
通

り
首
輪
へ
の
鑑
札
の
装
着
を
続
け
て
く

だ
さ
い
。
詳
し
く

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

掲
載
の
チ
ラ
シ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

在
宅
医
療
廃
棄
物

在
宅
医
療
廃
棄
物
の
中
に
は
次
の
よ
う

に
地
域
の
ご
み
集
積
場
へ
出
せ
な
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。

・
点
滴
パ
ッ
ク

・
ス
ト
ー
マ
袋

・
シ
リ
ン
ジ

こ
れ
ら
は
役
場
で
回
収
に
伺
い
ま
す
。

燃
え
な
い
ご
み
の
袋
に
入
れ
て
環
境
衛
生

環
境
衛
生
課
か
ら
の

お 
知 

ら 

せ
環
境
衛
生
課（
吉
備
庁
舎
）

清
水
行
政
局 

建
設
環
境
室

〜
ご
み 

分
別
す
れ
ば
資
源
〜

マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
を
装
着
し
て
い
る
犬

が
、
令
和
６
年
（
2
0
2
4
年
）
４
月

以
降
に
環
境
大
臣
指
定
登
録
機
関
の
「
犬

と
猫
の
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
情
報
登
録
シ
ス

テ
ム
」
に
て
所
有
者
登
録
・
変
更
の
手
続

き
を
す
る
こ
と
で
、
有
田
川
町
に
お
け
る

犬
の
登
録
手
続
き
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

首
輪
に
付
け
る
鑑
札
の
発
行
も
あ
り
ま
せ

ん
。
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
が
鑑
札
の
代
わ
り

に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
を
装
着
し

て
い
な
い
場
合
や
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
を
装

着
し
て
い
て
も
、
環
境
大
臣
指
定
登
録
機

関
へ
の
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
情
報
登
録
を

行
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
通
り

町
へ
の
登
録
手
続
き
が
必
要
で
す
。
従
来

の
鑑
札
発
行
を
伴
う
有
田
川
町
へ
の
犬
の

登
録
手
数
料
は
3
千
円
で
す
。

犬
を
飼
っ
て
い
る
家
庭
に
向
け
て
毎
年

３
月
ご
ろ
、「
狂
犬
病
予
防
注
射
接
種
通

知
書
兼
現
況
届
」を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

４
月
に
な
っ
て
も
ハ
ガ
キ
が
届
か
な
い
場

  

家
庭
か
ら
出
る

  

燃
え
る
ご
み
の
収
集
量

　
令
和
5
年（
2
0
2
3
年
）11
月

約
2
7
7
ト
ン

前
月
か
ら
約
16
ト
ン
の
減
少

課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
注
射
器
（
針
付
き
）・
注
射

針
・
針
が
付
い
た
チ
ュ
ー
ブ
類
・
薬
液
な

ど
が
残
っ
て
い
る
ご
み
は
役
場
で
は
回
収

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
受
け
取
っ
た
医
療
機

関
、
薬
局
な
ど
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

尾
岩
坂
ご
み
処
分
場

尾
岩
坂
ご
み
処
分
場（
川
口
４
４
１
番
地
）

で
は
、
家
庭
か
ら
発
生
し
た
土
砂
や
が
れ
き

類
な
ど
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
搬
入
で
き
る
も
の

町
内
の
家
庭
か
ら
発
生
し
た
次
の
も
の

の
う
ち
、
町
民
自
ら
が
解
体
し
処
理
し
た

も
の
に
限
り
ま
す
。

・
土
砂
（
草
木
を
含
ま
な
い
も
の
）

・
ガ
ラ
ス
、
陶
器
類

・
が
れ
き
類
（
瓦
・
れ
ん
が
・
タ
イ
ル
・
コ

ン
ク
リ
ー
ト
殻
（
鉄
筋
の
入
っ
て
い
な
い

も
の
）・
非
飛
散
性
カ
ラ
ー
ベ
ス
ト
な
ど
）

※
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
、
石
こ
う
ボ
ー
ド
は
搬

入
禁
止
で
す
。

※
解
体
や
撤
去
、
処
理
な
ど
を
業
者
に
依

頼
し
て
発
生
し
た
も
の
は
、
産
業
廃
棄

物
と
み
な
さ
れ
搬
入
で
き
ま
せ
ん
。

●
処
分
場
の
取
扱
日
と
時
間
／
毎
週
木
～

日
曜
日
の
8
時
30
分
～
17
時

●
処
分
場
へ
の
搬
入
条
件

・
処
分
場
へ
搬
入
で
き
る
方
は
、
許
可
を

受
け
た
本
人
か
、
許
可
を
受
け
た
本
人

の
4
親
等
以
内
の
方
で
す
。

・
搬
入
の
上
限
量
は
4
ト
ン
（
同
一
現
場

か
ら
の
搬
入
量
の
累
計
）
で
す
。

●
許
可
申
請
方
法

・
尾
岩
坂
ご
み
処
分
場
へ
搬
入
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
事
前
に
環
境
衛
生
課
で
許

可
願
出
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

・
許
可
書
は
、
申
請
者
立
会
い
の
も
と
、

搬
入
物
発
生
地
の
現
場
確
認
後
に
お
渡

し
し
ま
す
。

・
搬
入
者
は
、
搬
入
時
に
運
転
免
許
証
を

管
理
人
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

●
処
理
手
数
料

車両 料金
軽トラック 520 円

0.75 トン積車両 1,570 円

1 トン積車両 2,100 円

1.5 トン積車両 3,150 円

2 トン積車両 4,200 円

4 トン積車両 8,400 円
（車両 1 台につき）

新
た
に
町
内
で
犬
を
飼
う
方
へ

４
月
以
降
登
録
手
続
き
不
要
に
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